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11．在宅医療 

 現状と課題  

（１）県の在宅医療を取り巻く現状 

○ 本県の人口 10 万人あたりの往診料算定件数は全国 2 位、訪問診療を受けた患

者数は全国３位であるなど、在宅医療に対するニーズが高い傾向にあります。 

高齢化の進展に伴い、在宅医療における訪問診療・訪問看護の利用者数は今後も

増加することが見込まれます。 
 

〔  訪問診療・訪問看護の利用者数の状況（県） 〕 

指  標 
第６次計画 

策定時 

現 況 

（H27） 
単 位 出  典 

訪問診療の利用者数 （H22） 35,129 76,041 人・月/年 ＮＤＢデータ 

訪問看護（医療保険）の利用者数 （H23）   564 607 人 訪問看護療養費実態調査 

訪問看護（介護保険）の利用者数 （H23）  6,400 11,200 人 介護給付費実態調査 

 

〔  各圏域の在宅医療等・訪問診療の需要増加推計  〕 

 

  県計 和歌山 那賀 橋本 有田 御坊 田辺 新宮 

在宅医療等 3,460 2,040 518 164 167 55 376 140 

訪問診療 1,697 1,109 268 98 41 31 130 21 

「和歌山県地域医療構想」より       
 

〔  人口 10 万人あたりの往診算定件数・訪問診療を受けた患者数  〕 

 
  全国 全県 和歌山 那賀 橋本 有田 御坊 田辺 新宮 

往診 1373.2 2920.0 3096.9 2472.9 2390.4 3168.2 4068.4 2215.6 3248.5 

訪問診療 5400.4 7575.8 9929.1 5881.7 6210.8 3997.6 5675.5 6657.1 5065.9 

厚生労働省「医療計画作成支援データブック」  
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○ 本県の要支援・要介護認定者や認知症患者は増加傾向にあり、今後も病気や疾

病を抱えながら住み慣れた自宅や地域で療養生活を送る者の増加が見込まれます。 

また、医療技術の進歩等に伴い、人工呼吸器等を使用し、たんの吸引等の医療的

ケアを受けながら日常生活を営む小児や若年層の患者が全国的に増加傾向にあり

ます。 

〔  要支援・要介護認定者数の推移（県） 〕 

 
厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年3月末日現在）       

 

〔  40 歳以下の在宅医療実施件数の推移（全国・毎年 6 月分） 〕 

 
厚生労働省「社会医療診療行為別統計」       

 

○ 本県の在宅医療関係施設数については、在宅療養支援診療所数は横ばいですが、

訪問診療や看取りを実施する診療所、訪問看護ステーション数は増加傾向にあり

ます。 

 また、65 歳以上人口 10 万人当たりの在宅医療関係施設数は、全国平均と比べ

多くなっていますが、保健医療圏別でみると、全国平均を下回っている圏域もあり、

圏域によって差が生じている状況です。 

一方で、訪問看護ステーション１事業所当たりの職員数については、全国平均と

比べ少なく、小規模の訪問看護ステーションが多くなっています。 
 

〔  在宅医療関係施設数等の状況（県） 〕 

   
厚生労働省「医療施設調査」    
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厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」        

 

〔  在宅医療関係施設数等の状況（平成 26 年） 〕 

 

65 歳以上人口 10 万人当たりの施設数（単位：施設） 
訪問看護ステーション１事業所 

当たりの看護職員（常勤換算） 

（単位：人） 

在宅療養 

支援診療所 

訪問診療を 

実施する 

診療所 

看取りを 

実施する 

一般診療所 

訪問看護 

ステーション 

全国 45.6 65.2 13.7 25.0 4.6 

和歌山県 56.5 117.6 23.6 36.1 4.0 

和歌山 72.0 131.8 25.1 38.0 

 

那 賀 81.8 131.7 24.9 35.6 

橋 本 85.1 92.5 11.1 29.6 

有 田 13.0 108.1 21.6 30.3 

日 高 35.3 161.4 45.4 25.2 

田 辺 27.4 94.6 24.9 47.3 

新 宮 26.6 72.1 11.4 30.4 

厚生労働省「在宅医療にかかる地域別データ集」及び「介護サービス施設・事業所調査」 
 

○ 本県の訪問診療や看取りの実施については、在宅療養支援診療所以外の一般診

療所による実施割合が全国と比べ高くなっています。 
 

〔  訪問診療の実施状況（平成 26 年 9 月における月間分） 〕 

訪問診療を 

実施する 

一般診療所数 

一般診療所に 

よる訪問診療 

の実施件数 

うち在支診 

 

（割合） 

うち在支診 

以外 

（割合） 

うち在支診 

の件数 

（割合） 

うち在支診 

以外の件数 

（割合） 

全国 20,597 
10,702 9,895 

948,728 
817,890 130,838 

52.0% 48.0% 86.2% 13.8% 

和歌山県 339 
135 204 

11,073 
6,962 4,111 

39.8% 60.2% 62.9% 37.1% 
 

〔  看取りの実施状況（平成 26 年９月における月間分） 〕 

看取りを 

実施する 

一般診療所数 

一般診療所に 

よる看取り 

の実施件数 

うち在支診 

 

（割合） 

うち在支診 

以外 

（割合） 

うち在支診 

の件数 

（割合） 

うち在支診 

以外の件数 

（割合） 

全国 4,312 
3,042 1,270 

8,167 
6,412 1,755 

70.5% 29.5% 78.5% 21.5% 

和歌山県 68 
34 34 

99 
58 41 

50.0% 50.0% 58.6% 41.4% 

厚生労働省「在宅医療にかかる地域別データ集」        
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○ 本県の平成 27 年度における退院患者平均在院日数は、病院では 35.9 日、有

床診療所では 23.8 日となっており、全国平均と比べ長い傾向にあります。 
  

〔  退院患者平均在院日数（病院） 〕 

 
 

〔  退院患者平均在院日数（有床診療所） 〕 

 
厚生労働省「医療計画作成支援データブック」        

 
  ○ 居宅への歯科訪問診療を実施する診療所は、横ばいですが、施設への歯科訪問

診療を実施する診療所は、増加傾向にあります。 

    また、歯科訪問診療を実施する１歯科診療所当たりの歯科訪問診療実施件数は、

増加傾向にあります。 
 

〔  歯科訪問診療実施診療所数と全診療所に占める割合（県） 〕 

 
 

〔  １歯科診療所当たりの訪問診療実施件数（県・毎年９月分） 〕 

 

厚生労働省「医療施設調査」      
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0.8%

0.2%

0.3%

3.3%

5.8%

6.2%

8.4%

9.2%

14.8%

33.4%

45.6%

51.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

管理栄養士による栄養に関する指導体制が整っていること

薬剤師による服薬に関する指導体制が整っていること

本人や家族の相談体制が整っていること

ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っていること

看護師等による訪問看護体制が整っていること

夜間・休日の医療や介護体制が整っていること

往診してくれる医師・歯科医師がいること

介護する家族がいること

経済的負担が大きくならないこと

病状が急変したときに対応してくれる体

制（相談や入院など）が整っていること

介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護

を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っていること

Ｎ＝2,093

複数回答

（２つ以内）

○ 平成 29 年度に実施した県民意識調査の結果、自宅での医療や介護を受け入れ

るために特に必要だと思うこととして「介護する家族の肉体的・精神的負担が大

きくならない体制が整っていること」（51.6%）との回答が最も多く、次いで「病

状が急変した時に対応してくれる体制が整っていること」（45.6％）となってい

ます。 

〔  在宅医療・介護を受け入れるために必要なこと  〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 和歌山県「平成29年度 保健医療に関する県民意識調査」 

 
○ 本県では、1980（昭和 55）年以降、自宅より病院で亡くなる者が多く、2016

（平成 28）年現在では病院で亡くなる者が 71.1％と最も多く、自宅で亡くなる

者は 12.3％となっています。 

また、近年は介護施設等で亡くなる者が増加傾向にあります。 
 

〔  死亡場所別死亡数の推移（県） 〕 

 
厚生労働省「人口動態調査」      
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10.7% 39.2% 28.3% 3.9% 6.9% 5.0% 6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体
(N=2,093)

なるべく早く医療機関に入院したい
自宅で療養して、最後は医療機関に入院したい
自宅で最後まで療養したい
専門的医療機関（がんセンターなど）で積極的に治療を受けたい
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所したい
その他
無回答

○ 平成 29 年度に実施した県民意識調査の結果、人生の最終段階の過ごし方とし

て「自宅で療養して、最後は医療機関に入院したい」（39.2%）との回答が最も多

く、次いで「自宅で最後まで療養したい」（28.3％）となっており、自宅での療

養生活を希望される県民が多い状況です。 
 

  〔  人生の最終段階の過ごし方の希望  〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県「平成29年度 保健医療に関する県民意識調査」   

 
（２）本県の在宅医療提供体制 

  ○ 在宅医療需要の増加が見込まれる中、本県では各保健医療圏に設置した在宅医

療サポートセンター※1 を中心として、病院・診療所・訪問看護ステーション・薬

局などの関係機関が協力し、地域の特性を踏まえた 24 時間のサポート体制（「わ

かやま在宅医療推進安心ネットワーク」）の全圏域での構築を目指して取り組んで

いるところです。 
 

〔 「わかやま在宅医療推進安心ネットワーク」のイメージ図  〕 
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 ○ また、患者が安心して在宅療養生活を継続していくためには、入院初期からの

退院支援や、急変時の入院及びレスパイト入院※2 への対応が重要になってくるこ

とから、回復期機能病床を有し、かかりつけ医からの要請に応じて専門相談やチ

ーム等で訪問診療・往診を実施するなどの在宅医療の後方支援機能を担う病院を、

県が独自に「地域密着型協力病院」として指定しています。 
 

〔 「地域密着型協力病院」を通じた病院間、病院と診療所の連携のイメージ図  〕 

 
 

〔 「地域密着型協力病院」指定病院一覧  〕 
圏域 医療機関名 指定日 

和歌山 

和歌山生協病院 平成 28 年 10 月 11 日 

伏虎リハビリテーション病院 平成 28 年 12 月 7 日 

中谷病院 平成 28 年 12 月 15 日 

宇都宮病院 平成 28 年 12 月 21 日 

嶋病院 平成 30 年 1 月 5 日 

上山病院 平成 30 年 1 月 31 日 

 
（海南） 

国保野上厚生総合病院 平成 29 年 7 月 6 日 

恵友病院 平成 30 年 1 月 4 日 

那 賀 
名手病院 平成 29 年 12 月 11 日 

富田病院 平成 30 年 1 月 12 日 

橋 本 

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 平成 28 年 11 月 29 日 

紀和病院 平成 28 年 11 月 29 日 

山本病院 平成 29 年 4 月 12 日 

有 田 

済生会有田病院 平成 28 年 11 月 21 日 

西岡病院 平成 28 年 11 月 21 日 

有田市立病院 平成 28 年 12 月 14 日 

御 坊 
国保日高総合病院 平成 29 年 8 月 4 日 

北出病院 平成 30 年 1 月 31 日 

田 辺 
白浜はまゆう病院 平成 29 年 5 月 19 日 

田辺中央病院 平成 29 年 6 月 21 日 

（平成30年 1月 31日現在）    
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72.2% 25.8% 2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体
(N=2,093)

いる いない 無回答

（３）在宅医療における課題 

○ 地域の医療需要に応じた医療体制を目指す地域医療構想を進める上で、病床機

能の分化、連携とともに在宅医療提供体制の整備を推進する必要があります。 
 

○ 高齢化の進展に伴い、住み慣れた自宅や地域において疾病や障害を抱えつつ生

活を送る者の増加が見込まれています。また、医学技術の進歩、ＱＯＬ※3 の向上

を重視した医療への期待の高まり等により、多様化する在宅医療ニーズへの対応

が求められています。 
 

○ 平成 29 年度に実施した県民意識調査の結果、病気になった時に決まって診て

もらう「かかりつけ医」の有無について、「いない」との回答が 25.8％となって

おり、在宅医療の推進に向けては、身近な地域で病気の予防や治療、健康管理や

相談に応じる「かかりつけ医」の更なる普及が重要となっています。 
 

 〔  かかりつけ医の有無  〕 

 

 

 

 

 

 

和歌山県「平成29年度 保健医療に関する県民意識調査」 

 
○ 今後、増加が見込まれる在宅医療需要に対応するためには、在宅療養支援診療

所や訪問看護ステーション、訪問診療を実施する歯科診療所などの在宅医療関係

施設を各圏域において充実させていくこと必要です。 

また、訪問診療や看取り、訪問看護などの在宅医療サービスの多くが診療所を中

心とした小規模な組織体制で提供されており、24 時間対応や急変時の対応に向け

て、関係施設間の連携体制の構築や後方支援体制の充実が必要です。 
 

  ○ 入院治療から速やかな在宅療養生活への移行、在院日数の短縮に向けて、入院

早期から患者の退院後の在宅療養生活を見据えた組織的な取組や多職種カンファ

レンス等の退院支援を進める必要があります。 
 

〔  県内病院等の退院支援加算の取得・退院調整部門の設置状況（精神科病院除く） 〕 

 

病床機能報告 

 

施設基準届出 

施設数 
退院支援加算１ 退院支援加算２ 

退院調整部門の 

設置数 
退院支援加算 

施設数 取得率 施設数 取得率 施設数 取得率 施設数 取得率 

 病院 75 14 18.7% 13 17.3% 54 72.0% 38 51.4% 

 有床診療所 68 0 0.0% 4 5.9% 3 4.4% 13 19.1% 

合 計 143 14 9.8% 17 11.9% 57 39.9% 51 35.9% 

平成28年度病床機能報告（平成28年 7月 1日時点） 

近畿厚生局「施設基準の届出受理状況」（平成29年 11月現在） 
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5.4% 37.3% 54.5% 2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体
(N=2,093)

詳しく話し合ったことがある 話し合ったことはある ない 無回答

○ 本人・家族の希望に応じ、安心して在宅療養生活を送ることができる環境の整

備を進めるためには、在宅医療提供体制の充実だけではなく、療養生活を支える

介護との連携体制を強化し、必要なサービスを提供することが求められています。 
 

○ 多様化する在宅医療ニーズに対応するためには、訪問診療・往診を実施する医

師や歯科医師、訪問看護師、薬剤師をはじめ、口腔ケアを実施する歯科衛生士、

栄養指導を行う管理栄養士、理学療法士や作業療法士などのリハビリ職、在宅療

養生活を支える介護職など、在宅医療を支える人材の確保・育成を図る必要があ

ります。 
 

○ 平成 29 年度に実施した県民意識調査の結果、人生の最終段階における医療に

関して、「家族と話し合ったことがない」との回答が半数以上（54.5％）となっ

ています。患者の意思が尊重され、最期まで穏やかに過ごすことができるよう、

患者・家族による意思決定を支援し、希望に沿った医療を提供できる体制の整備

が求められています。 
 

  〔  人生の最終段階における医療に関する相談状況  〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和歌山県「平成29年度 保健医療に関する県民意識調査」  
 

○ 高齢者の救急搬送が増加しており、本人の意思が尊重された医療を提供するた

めには、在宅医療と救急医療の連携による意思確認体制を構築する必要がありま

す。 
 

【課題項目】 

① 在宅医療提供体制の充実 

② 医療と介護の連携体制の強化 

③ 在宅医療を支える人材の確保・育成 

④  患者自らの意思に沿った人生の最終段階における医療体制の整備 
 
 

 施策の方向  

（1）在宅医療提供体制の充実 

● 在宅医療サポートセンターを中心とした多職種による連携を進め、「わかやま在

宅医療推進安心ネットワーク」による 24 時間サポート体制の構築を目指します。 
 

・ 在宅療養患者の急変時の受け入れやレスパイト入院など、かかりつけ医等の在宅医療

機関の後方支援機能役割を担う地域密着型協力病院の指定を推進します。 
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・ 身近な地域で病気の予防や治療、健康管理や相談に応じる「かかりつけ医」の普及を

進めるとともに、在宅療養支援診療所など地域において訪問診療・往診を実施する医療

機関の増加・充実、連携体制の構築に向けた取組を実施します。 
 

・ 訪問看護師や在宅訪問を実施する薬剤師、訪問診療を実施する歯科医師など多職種に

よる連携、ICT の活用等による情報共有体制の構築に向けた取り組みを進めます。 
 

● 小児や若年層の患者などの在宅医療需要に対応するため、小児科医や訪問看護

ステーションなどのサポート体制の構築を進めます。 
 

● 在宅歯科診療の推進を図るため、住民への歯科医療・口腔ケア等の重要性を周

知し、意識向上を図るとともに、把握が難しい在宅歯科医療の需要が歯科医療機

関にスムーズに伝わる体制を構築します。 
 

● 在宅医療における医薬品の適正使用、医療安全の確保、薬剤費の適正化、健康

サポート薬局※4の整備など、薬剤師が在宅医療に参加する体制の推進を図ります。 
 

● 遠隔医療など ICT を活用した在宅療養患者の重症化予防に取り組みます。 
 

（2）医療と介護の連携体制の強化 

● 圏域ごとに在宅医療体制検討委員会等を開催し、地域の特性を踏まえ、医療や

介護の関係機関との連携や、サービス基盤の充実に必要な取組を実施します。 
 

● 在宅医療と介護に携わる関係者による協議会や研修会等を開催し、「顔の見える

関係」を形成しながら、関係機関による連携を強化します。 
 

● 在宅療養を希望する人が、誰もがその人らしく生活できるように、市町村の特

性と実情に応じて、医療と介護が切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの

構築に取り組みます。 
 

（3）在宅医療を支える人材の確保・育成 

● 総合診療能力を持った医師、在宅療養生活を支える訪問看護師、管理栄養士、

かかりつけ薬剤師として在宅医療に参加する薬剤師、歯科訪問診療や在宅での口

腔ケアに取り組む歯科医師・歯科衛生士、在宅医療に参加するリハビリ職などの

在宅医療に携わる人材の確保・育成に取り組みます。 
 

● 在宅医療提供体制の充実に向け、特定行為研修を受講した看護師をはじめ、高

度な専門知識・技術を持った看護職の養成、資質向上に向けた支援を行います。 
 

● 地域密着型協力病院をはじめ、医療機関において退院支援・調整に従事する看

護職や社会福祉士等の人材育成に取り組み、退院支援を推進します。 
 

（4）患者自らの意思に沿った人生の最終段階における医療体制の整備 

  ● 患者の意思が尊重され、最期まで穏やかに過ごすことができるよう、患者・家

族の意思決定に基づく医療・介護の提供体制の構築を進めます。 
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  ● 患者の意思が尊重されるよう、在宅医療と救急医療の連携・協議体制の構築を 

進めます。 
 

● 患者及び家族からの相談に応じ、人生の最終段階の医療に係る意思決定を支援 

する医療職等の育成に取り組みます。 
 
  ● 県民が人生の最終段階の医療をどのように受けたいかを考えておく必要性につ

いて広く啓発します。 
 
 

 数値目標  

（1）在宅医療提供体制の充実 

項 目 現 状 目標（2023 年度） 目標設定の考え方 

わかやま在宅医療推進 

安心ネットワーク構築 

保健所管轄区域数 

0 か所 

（2015 年度） 

８か所 

 

全保健所管轄区域 

で連携体制を構築 

地域密着型協力病院数 
20 病院 

（2017 年度） 

40 病院 

 

長期総合計画目標 

値から算出 

在宅療養支援診療所数 
162 施設 

（2017 年度） 

264 施設 

 

長期総合計画目標 

値から算出 

在宅医療支援薬局数 
120 施設 

（2017 年度） 

180 施設 

 

長期総合計画目標 

値から算出 

在宅療養支援歯科 

診療所数 

75 施設 

（2017 年度） 

145 施設 

 

長期総合計画目標 

値から算出 

かかりつけ医がいる者 

の割合 

72.2％ 

（2017 年度） 

90％ 

 

【県民意識調査】「な 

い」との回答率を半減 

退院支援を実施して 

いる病院数 

26 施設 

（2016 年度） 

高度急性期・急性 

期・回復期を持つ 

全ての病院 

病床機能報告におい 

て、高度急性期・急性 

期・回復期を持つ全て 

の病院において退院 

支援を実施 

 

（２）医療と介護の連携体制の構築 

項 目 現 状 目標（2023 年度） 目標設定の考え方 

全ての在宅医療・介護連 

携推進事業を実施し、地 

域包括ケアシステム構 

築に取り組む市町村数 

0 市町村 

（2016 年度） 

30 市町村 

 

全市町村において 

地域包括ケアシス 

テムを構築 
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（3）在宅医療を支える人材の確保・育成 

項 目 現 状 目標（2023 年度） 目標設定の考え方 

訪問看護ステーション 

に従事する看護職員数 

（常勤換算） 

458 人 

（2016 年度） 

650 人 

 

【介護サービス施 

設・事業所調査】 

訪問看護の利用者 

数の増加見込みか 

ら算出 

 

（４）患者自らの意思に沿った人生の最終段階における医療体制の整備 

項 目 現 状 目標（2023 年度） 目標設定の考え方 

患者の意思確認をする 

ための体制 

0 か所 

（2017 年度） 

8 か所 

 

全保健所管轄区域 

で意思確認体制を 

構築 

人生の最終段階におけ 

る医療について家族と 

話し合ったことがある 

者の割合 

42.7％ 

（2017 年度） 

70％ 

 

【県民意識調査】 

「話し合ったこと 

がない」との回答 

率を半減 

在宅看取りを実施して 

いる診療所数 

68 施設 

（2014 年度） 

90 施設 

 

【医療施設調査】 

現在の診療所あた 

りの自宅死亡者数 

と今後の死亡者数 

から算出 

 

 

■用語の説明 

※1 在宅医療サポートセンター 

訪問診療を実施する医師や後方支援機能を担う病院の登録、在宅医療を実施するかかりつけ

医のいない患者への専門医の紹介、医療職・介護職の相談などを実施する在宅医療の総合相談

窓口。 

※2 レスパイト入院 

介護する家族等が休息をとるための一時的な入院。 

※3 QOL（クオリティ オブ ライフ：Quality Of Life） 

生活の質や人生の質といった概念。 

※4 

 

健康サポート薬局 

かかりつけ薬局としての機能に加え、健康サポート機能として、地域住民に役立つ健康情報

等の発信や健康相談窓口・相談対応機能の他、地域住民のニーズに応える医薬品・衛生用品の

供給機能があります。 
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